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ICTを活用した教育改善モデルの紹介

ＩＣＴを活用した教育改善モデルの研究成果を広く理解いただくため、本協会ホームページ
に平成２４年度より掲載の大学教育への提言「未知の時代を切り拓く教育とＩＣＴ活用」の２
章に掲載の31分野に亘る教育改善モデルの考察結果を抜粋して紹介しています。

本章では、未来を切り拓く若者の育成を学士課程教育でどのように実現することが望ましいか、５年先を
目指し専攻分野ごとに理想的な教育の仕組みを追及した改善モデルの構想を提案することにした。構想の基
調は、これまでの教員主導による授業の在り方を振り返り、学生が主体的に授業に取り組み、達成感や自信
を培うことができるよう学生本位の学修の仕組み作りを目指した。そのため、提案している授業改善モデル
の実現には、教員の個人的努力では対応できない教学・経営管理面での課題が山積しており、理事長、学長、
学部長などのガバナンスの決断が求められる。このような背景から本章は、大学ガバナンスに関係される
方々を中心に、学士力の実現に向けた教育現場からの課題を理解いただけるように努めた。

ここに紹介する教育改善モデルは、専攻分野における学士力の到達目標の一部を実現するための授業を構
想したものであり全てではない。医学、歯学、薬学、看護学を除く２７分野の学士力は本協会で考察したも
のであり、医療系の学士力はモデル・コア・カリキュラムによった。本モデルの構成は、第１節が「分野別
教育における学士力の考察｣、第２節が｢到達目標の一部を実現するための教育改善モデル｣、第３節が｢改善
モデルに必要な教育力、ＦＤ活動と課題｣とし、学士力から改善授業のモデル、教員の教育力、ＦＤ活動、
大学の課題と体系的に考察を試みた。以下に、モデルの考察に際して特に配慮した点を掲げる。

①　就職活動による学修期間の短縮問題は、経済界の自主努力で改善されることが期待できるとした。
②　ゆとり教育による学力低下問題は、平成２４年度に中学校、２５年度から高校で新学習指導要領に基

づく課題探求型の学習と自己との関連付けの学習が徹底されることで、今後改善が期待できるとした。
③　｢未知の時代を切り拓く能力｣を大学教育として提供できるようにすることが喫緊の課題であるとし

た。
④　教養科目と専門科目、専門基礎と専門応用の科目の統合を促進するとともに、授業科目を体系化・総

合化するなど、教員間で連携したチームによる学修を組織的に取り入れる必要があるとした。
⑤　授業科目が多く事前・事後学修時間の確保が困難、統合授業など教員間での調整が必要とした。
⑥　学生が自らの問題として授業を受けとめ主体的に学修する理想的な仕組みを創り出すことにした。
⑦　学修成果を質保証するために卒業試験、卒業論文などの出口管理の厳格化、客観的な到達度評価の基

準を作る必要があるとした。また、卒業までに学修成果を確実に修得できるよう学修ポートフォリオ
で不足している能力を洗い出し、大学が個々の学生に学修支援する仕組みを設けることが不可欠とし
た。

⑧　本モデルは、｢未知の時代を切り拓く能力｣を大学教育として提供できるように、教育改善全般に亘り
構想するものであり、教室での対面授業を基本とする中で必要に応じてＩＣＴを用いることにした。

⑨　教育改善のイメージとしては、「教員の授業以外にＩＣＴを活用して社会や世界の学識者と協力して
学べるようにする」、「グループによる学び合いを学修支援システムで展開する他、学修成果を学内外
で発表・講評し、学修成果の振り返りを繰り返す中で学修の通用性を体験させる」、「学生目線でグル
ープ学修の相談・助言を学内ＬＡＮ上で支援する」、｢不足する基礎知識を履修後も教員間の連携によ
り学内ＬＡＮ上で卒業までの期間を通じて定着・発展させる｣、「学外教員による口頭試問の外部評価
試験」などとした。

⑩　教育改善モデルの実現性を高めるため、教員に期待される教育力を考察した。専攻分野における教員
の姿勢、高度な知識、経験の視点から専門性を整理した上で、改善モデルに求められる特徴的な教育
力を抽出し、その上で教育力を高めるＦＤ活動とＦＤ活動活性化に求められる大学の課題を整理した。
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栄養学は、食を入口、健康を出口として捉えるシステム科学の視点から食と健康の関係を社会科学
及び自然科学の面からエビデンスに基づいて追及し、実践を通じて健康を実現することを使命として
いる。
ここで対象とするのは、食においては生産・加工・流通・配分・調理・摂食の仕方に加え、経済活
動や人間の食性・食文化・食習慣・食嗜好などであり、健康では個人と集団の側面からの疾病予防と
健康増進である。
このことから栄養学教育では、人間の営みとしての食について幅広い視野を持たせ、多様で学際的
な領域の知識と技術の修得を図るとともに、社会で実践できることを目指している。そのためには、
社会構造の変化とともに、移り変わる食と健康の課題に対して論理的な思考と実践、学際領域との協
働活動、目標に対する評価、成果の発信などの能力を身につけさせることが必要と考え、既存の栄養
士養成課程、管理栄養士養成課程のコア・カリキュラムに加え、時代の要請に応じた栄養学教育の視
点を盛り込んだ。
そこで、栄養学教育における学士力の到達目標として、以下の五点を考察した。
第一に栄養・食生活と心身の健康との相互関係を理解できること、第二に栄養・食品・調理の理解
に基づいて、個人及び集団の健康維持・増進、疾病予防の活用に発展させることができること、第三
に食情報・食物確保・食の消費と安全など食環境づくりの必要性を理解し、実践できること、第四に
疾病の予防・治癒及び再発を防ぐための食事・栄養療法について、科学的根拠に基づき説明できるこ
と、第五に栄養マネジメントを実施できることとした。

ここでは、誕生から成長期、成人期、壮年期を経て老年期、死に至る過程や疾病、労働、運動など
のライフステージによって栄養や食生活が変化していく状況に適切に対応できるよう、健康とは何か
を理解させた上で、栄養や食生活に関する専門的な栄養素の役割、代謝、人体の構造・機能、食品の
化学成分、調理・加工の変化、栄養と健康の関係、健康と栄養や食生活とが相互に関係していること
を科学的に理解させねばならない。

基礎栄養学、食品学、調理科学など

①　栄養素などの役割を説明できる。
②　栄養素の代謝を概説できる。
③　栄養との関係から人体の構造と機能を概説できる。
④　食品の栄養成分、嗜好成分、機能性成分などの化学成分が説明できる。
⑤　食品の調理・加工による変化について説明できる。
⑥　栄養と健康との関係が説明できる。

①～⑥は、主として、口頭試問、実験レポート、客観式・論述式の筆記試験などにより確認する。
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ここでは、栄養学・食品学・調理学の３領域の科学を統合的に関連付けて理解させるとともに、食
を通した豊かな人間性の育成を目指す食育活動にも参画できるようにさせねばならない。そのため、
人々の健康に栄養面から寄与できる各ライフステージに特徴的な栄養・食生活に関するアセスメント、
栄養計画・実践・評価及びカウンセリングなどの専門技術の修得を目指す。

食教育など

①　各ライフステージにおける栄養の特性を説明できる。
②　栄養性、嗜好性の良好な食物を調整する技能を活用できる。
③　栄養・食生活に関するアセスメント、計画・実践・評価及びカウンセリングの技法を活用できる。
④　生産・流通・消費・食文化などから食生活と健康との関わりについて理解できる。
⑤　食育の意義について理解し、地域社会での取り組みを提案できる。

①と④は、客観式・論述式の筆記試験、口頭試問などにより確認する。
②と③は、実技試験などにより確認する。
⑤は、実習課題に対するプレゼンテーション、レポートなどにより確認する。

ここでは、地球規模で食料の生産・流通・配分が行われている現状を理解させるために、食に関す
る正しい情報の収集と発信、健康的な食物の確保と提供、食の安全や安心に関する食環境づくりへの
貢献に取り組めなければならない。このため、消費者の視点から食と健康の課題を考え、個人や集団
に柔軟に対応できる人間性の涵養を目指す。

食環境など

①　食の安全（法規・制度・施策・リスク情報など客観的評価）及び食の安心（主観的評価）につ
いて説明できる。
②　衛生管理対策に関する技術（ＨＡＣＣＰシステムなど）を身につけている。
③　正しい食情報にアクセスして活用・発信できる。
④　世界の食文化について理解し、地球規模の食環境についてグローバルな視点を持つことができる。

①は、客観式・論述式の筆記試験などにより確認する。
②と③は、実技試験などにより確認する。
④は、課題に対するプレゼンテーションなどにより確認する。

ここでは、食と健康の一次予防である疾病の予防のための健康教育、二次予防である疾病の治療の
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ための食事・栄養療法などの病態別の栄養ケア、三次予防であるリハビリテーションや再発予防につ
いて、科学的根拠に基づいて説明できる臨床栄養学の専門性を身につけさせねばならない。

臨床栄養など

①　病態について理解し、臨床における主観的・客観的な栄養評価について概説できる。
②　疾病、身体状況に対応した栄養補給法について概説できる。
③　傷病者の適正な栄養投与量を経口、経腸及び経静脈などから算定し、管理する方法を活用できる。
④　病態別の栄養ケアについて、献立の立案･実践･評価・改善ができる。
⑤　食事と運動及び主要な医薬品・サプリメントの相互作用について概説できる。

①と②と⑤は、客観式・論述式の筆記試験などにより確認する。
③は、実技試験などにより確認する。
④は、課題に対するレポート、実技などにより確認する。

ここでは、栄養状態を評価するための栄養アセスメント、対象の栄養状態に応じた食事療法や栄養
療法が行うための栄養ケアプラン、治療の経緯を点検しフィードバックするための栄養モニタリング、
栄養アセスメントから栄養モニタリングに至るまでの各段階の達成状況をみるための栄養評価、栄養
マネジメントに必要な栄養情報の収集・蓄積・分析について実践できるようにさせねばならない。そ
の上で、アセスメントから改善にいたるまでの仕組みを人的資源、財政面から点検し、改善に関与す
る姿勢を持たせることを目指す。

給食経営管理、公衆栄養学、応用栄養学など

①　栄養アセスメント、栄養ケアプラン、モニタリング、評価、改善のシステムについて説明できる。
②　栄養マネジメント業務遂行上の機能、方法、手順が説明できる。
③　栄養マネジメントのために他職種間との連携の必要性を理解できる。
④　栄養スクリーニング、栄養アセスメント、栄養ケアプラン、モニタリング、評価、改善に関す
る技術を活用できる。
⑤　栄養マネジメントに必要な情報を収集・蓄積・分析し、点検・改善に活用できる。

①～③は、客観式・論述式の筆記試験などにより確認する。
④は、実技試験などにより確認する。
⑤は、コンピューターによる実技試験などにより確認する。

上記到達目標の内、「食情報・食物確保・食の消費と安全など食環境づくりの必要性を理解し、実践
できる」を実現するための教育改善モデルを提案する。



45JUCE Journal 2018年度 No.1

事業活動報告

①　食の安全（法規・制度・施策・リスク情報など客観的評価）及び食の安心（主観的評価）につ
いて説明できる。
②　衛生管理対策に関する技術（ＨＡＣＣＰシステムなど）を身につけている。
③　正しい食情報にアクセスして活用・発信できる。
④　世界の食文化について理解し、地球規模の食環境についてグローバルな視点を持つことができる。

食と健康を取り巻く環境は著しく変化しており、変化の過程で生じる様々な新しい問題に直面し
ているが、問題の本質を捉える力、問題解決のための創造力、計画を立案し実行する力、実践後の
的確な評価をする力が極めて不足している。
ここで提案する授業は、学生主体の体験型授業を通して食と健康の課題を学生自身の問題として
捉えさせ、思索・実践・評価を行い、成果を社会に発信、評価を受けることで社会の変化に対応す
る能力を培うことにした。

ここでは、「学生の学び」と「地域社会の活性化」を目指した大学と地域社会の協働を通して、地域
社会の健康増進や食の安全・安心などに関する啓発などの支援活動の成果が得られるようにする。そ
の成果が学生への教育効果につながるように、体験型学修の課題は先輩から後輩へと継続性を持たせ、
支援プログラムの充実と進化を図る。
ここで提案する授業は、特定の学年次をイメージしたものではなく、４年間のカリキュラムを通し
て学内外との連携体制が構築されていることを前提とする。また、社会・環境と健康、人体の構造と
機能、食べ物と健康、栄養と健康、給食経営学修などを修得していることが前提となるが、到達していな
い場合には学修支援システム※上のサイトにおいて学生の能力に応じたｅラーニング※を行う（図１）。

以下に授業シナリオの一例を紹介する。
この授業は、食と健康の課題を様々な視点から考え、学生自らが計画立案、実践、成果の情報発信、
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評価までを行う学生主体の体験型
授業である（図２）。
①　体験型授業の準備段階として、
グループでの学び合いの中でわ
が国の食と健康の課題について
学修支援システムを用いて意見
交換させ、テーマを決定する。
必要な情報を教員、各種団体、
関連企業などからのテレビ電話
やメールなどで聞き取り調査をしたり、ネット上の情報なども含めて収集させる。

テーマの事例として
・食品検査で何がわかるのか？　私たちに何ができるのか？
・食品関連法規は食の安全に有効なのか？　私たちに何ができるのか？
・食の安心を得るための方策はあるのか？　私たちに何ができるのか？
・世界の食料事情からみた日本の食料の展望は？　私たちに何ができるのか？
・地産地消運動の現状と消費者の役割は？　私たちに何ができるのか？
・栄養の介入は万能薬か、パンドラの箱か？　私たちに何ができるのか？
・世界と日本の食文化の比較から、日本の食文化は継承すべきか？　私たちに何ができるか？
・生活習慣病予防における幼児期食育の取り組みにおける連携とは？　私たちに何ができるか？
・食農教育と地域食材を利用した特産品開発支援の取り組みにおける役割は？私たちに何ができるか？
・その他、学生提案テーマなど。
②　テーマに応じた行動計画を作成させるために、学修支援システムを通じて保健センターなどの
市町村関連機関、ＮＰＯ法人、食品関連企業、病院などにおける実地研修と関係者とのディスカッ
ションを行い、情報収集と助言や支援を得る。
③　実践活動での学修経過を記録するため、客観的・主観的データを収集させ、社会現場、教育現
場から観た論点を整理させる。
④　実践活動の成果についてグループ内及びグループ間で相互評価を行い、振り返りを通じて提案
力を身につけさせる。また、この授業内容をデータベース化して公表し、学生主体の啓発活動に
関する社会的評価を得ることで発展的な学修を行う。

以下に学修内容・方法の一例として、
「食の安心を得るために学生が提案する
方策」としての地域の特産物を取り入
れた食育弁当を考案する学修を紹介する
（図３）。
①　食育をねらいとした地域特産弁当の
コンセプト「食の安心」を実地調査や
インターネットによる情報収集を通じ　
てグループで学修支援システムを用い
てまとめ、ソーシャルマーケティング
の考え方を学ぶ。特にコンセプト「食
の安心」と消費者ニーズのギャップを
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確認し、ギャップをうめるための分析、調整、提案を行う。
②　地域の特産物の情報収集を行い、献立を考案する。
③　グループで作成した食育弁当について公開性のコンクールを行い、評価を踏まえた振り返りを行
わせ、最終的な修正案を関係者の同意を取り付けた上でネット上に公開する。コンクールにあたっ
て、評価の視点に基づいた審査項目は学生が提案し、評価の意義と活用を学ばせる。
④　取り組んだ課題に関する学修ポートフォリオ※の作成によって相互評価を行い、学修成果の共有
化を図る。

①　ＩＣＴの活用による各大学や関連団体と連携した課題の取り組みにより、栄養学、食品学、調
理学、衛生学などの専門知識と技術の幅が広がり、学生が体験学修を生かして問題解決に向けた
提案ができる能力を得ることができる。
②　学生がステージを与えられることにより食と健康の問題に関心を持ち、実体験が不可能な場合
には仮想空間上であってもその対策に参画することによって実践力を育成できる。
③　将来、栄養士・管理栄養士、その他の食物系専門職を目指す学生が、専門知識や技術を対象に、
消費者ニーズに立脚した食べる側の立場で考えることができる。
④　情報収集から設定、企画立案、実施、情報公開、評価までの過程を通して、よりよい食環境づ
くりにしていくための大学間、各種団体、一般社会との連携の実際と大切さを学ぶことができる。
⑤　情報の収集・蓄積・活用から情報提供・発信を地域、都道府県、全国、地球レベルまで展開・
進展できる。

①　専門領域の知識や技術などを補充するための学修支援システムの構築が必要である。
②　学内外との遠隔授業、テレビ会議などによる情報交換ができるシステムが必要である。
③　大学と地域社会の協働ができる学・官・産の連携のためのプラットフォーム※の構築が不可欠
である。実現が難しい場合には仮想空間での学修を行うことのできる情報環境整備が必要である。

この授業の点検・評価は、学年末ごとに学修ポートフォリオによる相互評価、関連科目の教員や
地域社会の組織とのネットワークを活かした意見交換などを通じて行う。その上で、授業内容や運
営方法及びカリキュラム全体の枠組み、地域連携の在り方などについて、関連分野の教員によるチー
ムを形成して振り返りを行い、改善に向けた提案を行う。

①　大学内、大学間での連携授業を進めるために、各大学のカリキュラム、大学組織や教員間の考
え方を調整し、大学ガバナンスとして栄養学教育のコンピュータネットワークを構築することが
不可欠である。
②　大学間と各種団体とのネットワーク構築のために、相互の情報公開を促進するためのシステム
づくりが必要である。また、大学間や各種団体との連携授業を進めるための情報環境整備の組織
的な支援が必要である。
③　学生の自主学修に対する教員のサポート能力と情報教育技術力の向上のために、情報教育に関
するＦＤ※活動を学内外で継続的に進める必要がある。
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上記到達目標の内、「栄養マネジメントを実施できる」を実現するための教育改善モデルを提案する。

①　栄養アセスメント、栄養ケアプラン、モニタリング、評価、改善のシステムについて説明できる。
②　栄養マネジメント業務遂行上の機能、方法、手順が説明できる。
③　栄養マネジメントのために他職種間との連携の必要性を理解できる。
④　栄養スクリーニング、栄養アセスメント、栄養ケアプラン、モニタリング、評価、改善に関す
る技術を活用できる。
⑤　栄養マネジメントに必要な情報を収集・蓄積・分析し、点検・改善に活用できる。

これまでのライフステージに基づいた栄養学では、知識の修得が優先されてきたために、個々の
対象者の特性に応じた栄養マネジメントの実践力が身についていない。
ここで提案する授業では、個々の症例に対する栄養マネジメントの在り方を企画し、実務現場の
専門家と連携したプロジェクト学修を通して社会に通用するマネジメント力を目指す。

ここでは、４年間の
カリキュラムを通じ
て、専門分野で栄養マ
ネジメントを活用でき
る能力を身につけさせ
るために、管理栄養士
養成の関連専門科目を
統合したチームティー
チングによる授業を前
提とする。到達度の評
価は、症例に対する栄
養マネジメントの内容
を学内外で発表させ、
学外の専門家も交えて
行う。
そのために、専門教員と栄養教諭、他大学教員、地域社会などによる連携体制を構築する。また、
栄養マネジメントの実施能力を訓練するため、上級学年による学生目線のファシリテーター※による
支援を構築する（図）。

以下に授業シナリオの一例を紹介する。
①　この授業は、ライフステージ別の身体的特徴と栄養アセスメントを理解し、栄養ケアプランに
活用できることを前提としている。到達していない場合には、自主学修システムのサイトにおい
て、個々の学修能力に応じたｅラーニングを行う。
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② ＰＢＬ※を導入し、省察を通じて自ら学ぶ力を身につけさせる。その際、ファシリテーターに学
修を支援させる。
③　栄養ケアプランのモニタリングのため、学修成果をネットで社会に発信し、外部の専門家の評
価・助言を求める。
④　取り組んだ課題について、個々の学生が身につけた能力を点検するために学修ポートフォリオ
を作成し、相互確認を行う中で学修成果の共有化を図る。

以下に学修内容・方法の一例を紹介する。
①　大学間で共通の授業環境としてライフステージ・ライフスタイルに基づいた症例のデータベー
スをクラウドで構築しておく。
②　担当教員が課題を提示し、学生は課題に沿った症例をデータベースから収集し、栄養アセスメ
ントを検討する。
③　栄養アセスメントの指標から問題点を検討させ、食事摂取基準量、栄養ケアのポイント、献立
作成、モニタリングの方法を学修支援システム上に提案させる。
④　学修成果の発表は対面やネット上で行い、栄養教諭、他大学教員、社会の専門家などによる外
部評価を受け、振り返りを通じて発展的な学修を展開する。

⑤　優れた学修の成果は、ネットを通じて社会に発信し、学びの通用性を確認する。

①　学修支援システムで栄養マネジメントに関する一連の展開方法を学ぶことにより、統合的な力
を身につけることができる。
②　学修ポートフォリオを活用することで学びを振り返り、自立学修が可能となる。
③　ネットで外部評価を受けることで新しい課題を発見させ、発展的な学修を可能にする。

①　大学間や社会と連携した症例の収集・保存・共有、意見交換ができるクラウドの構築が必要で
ある。
②　学修支援システムや学修ポートフォリオシステムが必要になる。
③　学修を支援するファシリテーターが必要となる。

この授業の点検・評価は、学年末ごとに学修ポートフォリオ及び教員による評価表を組み合わせ
て担当教員と関連科目の教員が情報を共有し、ネット上での意見交換を通じて行う。その上で、他
大学教員、栄養教諭、社会の専門家の意見を踏まえ、カリキュラム全体の枠組み及び授業の進め方
について振り返りを行い、改善に向けた提案を行う。

①　関連専門科目を統合したチームティーチングを大学のガバナンスとして組織化する必要がある。
②　専門教員と栄養教諭、他大学教員、地域社会などによる連携体制を構築する必要がある。
③　大学間で共通の授業環境として教育クラウドを構築する必要がある。
④　学修を支援するファシリテーターの制度化と育成が必要となる。
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①　健康で豊かな人生に栄養の側面から貢献する栄養学教員としての責任感と倫理観を有している
こと。
②　人間栄養学に関する先端の専門知識と実践力を有していること。
③　国際的な視野に立って総合的・複眼的に思考できること。
④　新しい研究課題の発見・課題解決に科学的根拠に基づいて積極的に関与できること。
⑤　教員間、関連諸団体及び地域社会との連携をコーディネートできること。
⑥　ＩＣＴなどの教育技術を駆使して、参加・対話・実践型の教育ができること。

①　カリキュラムフローに沿って授業の位置付けを教員間で共有し、カリキュラムポリシーに沿っ
た授業を実施できること。
②　食環境づくりへの興味・関心を抱かせ、主体的な学びがさせられるようインセンティブを与え
ることができること。
③　体験・課題解決型学修などを通じて自立的学修を促し、グループダイナミックスを進展させる
授業シナリオに取り組めること。
④　栄養マネジメントの重要性を認識させ、社会に貢献できる確実な技術力を修得させられること。
⑤　学修成果を公表し、外部評価を取り入れて授業改善に取り組めること。
⑥　栄養学領域及び関連領域の教員や関連諸団体と連携して授業運営ができること。
⑦　ＩＣＴなどを活用して学生とのコミュニケーション、適切な教材作成、ｅラーニングができる
こと。

①　教員間の連携のもとに授業内容とカリキュラムポリシーとの整合性及び検討を継続的に行う必
要がある。
②　教養科目と専門科目の担当教員間で意見交換を徹底し、問題点を共有して解決を図る必要がある。
③　教育事例の研究報告会に主体的に参加し、教員同士のディスカッションを通じて問題点を共有
し、ブラッシュアップする必要がある。
④　外部評価による振り返りを行わせる指導法について、専門家を招くなどの研究会を実施する必
要がある。

①　関連領域の教員や関連諸団体などとの連携・協力を得るために、連携の呼びかけ、制度の整備
及び財政的な支援を行う必要がある。

②　学内外のＦＤ活動に積極的に参加できるよう、教員の教育研究活動と財政的支援を連動させる
仕組みが必要である。
③　ＩＣＴを活用した教育方法を支援する組織と環境を大学として整備する必要がある。
④　世界を視野に入れた教育の質保証を持続的に行う責任がある。


